
※管理委任区域では、佐賀県都市公園条
例第3条（但し書きを除く）各号に掲げる禁
止行為の違反者に対する同条例第12条第
1項に規定する監督処分を委任している。
　植物管理、園地管理、施設の修繕等は指
定管理者の業務となる。
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付属資料2 佐賀城公園全体図

開設区域合計 A=30.5ha

(R3.4.1予定）
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